
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐賀市立 循誘公民館 
〒840-0811 

佐賀市大財二丁目 2－52 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ（0952）23-3759 

Ｅmail：kjunyu@city.saga.lg.jp 

循誘公民館 

使用のてびき 

 

令和８年度版（Ｒ8.4 月更新） 



 

使用できる時間は？        

午前 8 時 30 分～午後 10 時 00 分 
 

事務室開室時間 平日 午前８時３０分～午後 5 時 15 分 

休 館 日 毎月第３日曜日、年末年始（12/29～1/3） 

        ※休館日は、公民館や校区の行事等で変更する場合があります。 

 

公民館のご使用について 

⚫ 初めて使用される場合は窓口での利用者登録が必要です。登

録が完了したら、インターネット（佐賀市公民館予約システ

ム）、お電話、ご来館にて予約ができます。 

⚫ 予約は、団体は使用希望日の前月１日から、個人は使用

希望日の７日前から予約が可能です（先着順）。 

⚫ より多くの方にご利用いただくために、１団体（個人）につき、

週１回、月４回まで、また１回につき最大５時間以内でお願 

いします（調理室を除く）。 

⚫ 登録済みの団体（または個人）を、異なる目的の活動に流用（名

義貸し）することはできません。新たに登録を行ってください。 

⚫ お申し込みが重複した場合の優先順位は下記のとおりです。 

第 1：公民館及び佐賀市の行事等 

第 2：校区の行事 

第 3：校区の各種団体の活動 

第 4：公民館自主サークルの活動 

第 5：その他の活動 

⚫ 使用料は下記のとおりです。 

  

基本料金 
(1 時間あたり) 

大会議室 中会議室 和室 調理室 

730 円 300 円 300 円 510 円 

システムの概要 

（動画あり） 

※使用者の住所地や使用内容によって料金が変わります。詳しくはこちら→ 



循誘公民館からのお願い 

 

公民館はみんなの施設です。お互いに気持ちよく使うため、 

使用ルールをきちんと守りましょう。 

⚫ 使用後には事務室または管理人室にお声かけください。 

⚫ 使用者が出したゴミはお持ち帰りください。 

⚫ 使用後は、片付け・清掃・窓の戸締まりを確実にしてください。 

⚫ 備品は所定の場所に戻してください。テーブルは拭いてから元の場

所に戻してください。 

⚫ 使用後は、「公民館使用報告書」（事務室カウンターのケースに常備）

を書いて提出してください。 

⚫ 22 時以降には駐車場を施錠しますので、速やかにご退出ください。 

⚫ 特に夜間使用時は、騒音で他の使用者や近隣に迷惑をかけないよう

に注意しましょう（駐車場での会話も騒音となる場合があります）。 

⚫ 楽器演奏でのご使用は事前にご相談ください。 

⚫ トイレ・洗面所を汚していないか確認し、後始末をしてください。 

⚫ 館内は全面禁煙です。喫煙は、建物北側の指定場所でお願いします。

その際の防火と使用後の清掃もお願いします。 

⚫ 障子やふすま、その他の備品を破損したときは、すみやかに申し出て

ください。 

⚫ 調理室をご使用の場合は、室内に掲示している「使用時のお願い」を

守ってください。また室外の溜枡（ためます）の清掃をお願いするこ

とがあります。 

 

⚫  

市民のみなさんが気軽に集まって、いろいろなことを学習したり、

交流する場です。また、地域のみなさんが仲間作りなどを通して、

地域活性化を図るなど、地域コミュニティの拠点施設でもあります。 

 

民 館 と は 公 



循誘公民館 自主サークルのご紹介 
 

自主サークルとは？ 

校区住民の方を中心に、自主的、主体的に運営しているグループです。

地域行事や文化祭などでも活躍されています。いつでもだれでも入会 

が可能です。見学をご希望の場合は職員にお声かけください。 
 

令和8年度 循誘公民館 自主サークル 

 

 

 


